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新
貸
金
業
法
の
影
響
に
関
す
る
質
問
主
意
書

新
貸
金
業
法
の
影
響
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

�

個
人
へ
の
影
響
と
し
て
、
業
者
の
与
信
審
査
の
厳
正
化
な
ど
に
よ
り
、
貸
し
渋
り
が
増
え
て
い
る
と
の
情
報
も
あ
る
が
、

当
局
は
実
態
を
ど
の
程
度
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
現
状
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

�

個
人
へ
の
影
響
と
し
て
、
正
規
の
消
費
者
金
融
を
利
用
し
て
い
た
借
り
手
が
闇
金
融
に
流
れ
て
い
る
と
の
話
も
聞
く
が
、

当
局
は
実
態
を
ど
の
程
度
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
現
状
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

�

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
整
備
の
進
捗
状
況
如
何
。

�

業
界
へ
の
影
響
と
し
て
、
廃
業
す
る
社
が
増
え
、
一
方
、
中
小
貸
金
業
者
が
闇
金
融
化
し
て
い
る
と
い
う
話
も
聞
く
が
、

当
局
は
実
態
を
ど
の
程
度
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
現
状
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

�

貸
金
業
者
に
対
す
る
過
払
い
金
に
つ
い
て
、
「
過
払
い
金
（
不
当
利
得
）
返
還
請
求
権
に
は
消
滅
時
効
が
な
い
」
と
の
言

説
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
見
解
如
何
。

�

貸
金
業
の
会
社
が
解
散
す
る
場
合
の
過
払
い
金
返
還
請
求
権
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
「
過
払
い
金
返
還
請
求
権
に
つ
い
て

は
、
会
社
清
算
人
が
返
還
で
き
な
い
と
き
は
、
過
去
の
会
社
役
員
が
、
遡
っ
て
返
還
義
務
を
負
う
。
」
と
の
言
説
が
あ
る

一



が
、
こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
見
解
如
何
。

�

会
社
役
員
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
過
払
い
金
（
不
当
利
得
）
返
還
請
求
権
と
は
別
に
、
役
員
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害

賠
償
請
求
な
ど
の
責
任
追
及
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
り
う
る
と
考
え
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


